
嘉麻市こども施策審議会の委員を募集します

令和５年４月にこども家庭庁が設置され、国は、「こどもまんなか社会」の実現に向け「こども大

綱」を定め、こども施策を推進することとなりました。嘉麻市においても、子どもに関する施策の基
本方針及び計画等を策定し、子どもに関する施策を総合的に推進するために、「嘉麻市こども施策審
議会」を設置します。
審議会では、子ども・若者・子育て支援に関して様々な視点で審議し、意見を反映するため、子育

て当事者であり、委員として会議に参加していただける方を募集します。

１．募集人数 ２人以内

２．任 期 委嘱の日から２年間（令和６年６月に委嘱予定）

３．会議内容 「嘉麻市こども計画（仮称）」の策定に関することや本市のこども施策に関する調査

及び審議

４．応募資格 次の要件のいずれにも該当している方

① 応募日現在、嘉麻市内に居住している方で、18歳未満のお子さんの保護者

② 令和６年４月１日現在 ２０歳以上の方

③ 平日の夕方の会議に出席できる方

（本年度は１０回程度開催予定で、必要に応じて託児を用意します。）

④ 市職員（会計年度任用職員、非常勤特別職を含む。）でない方

５．応募方法 次の書類を持参、郵送、ＦＡＸまたはＥメールにより、提出してください。

① 申込書

本庁（こども育成課）、碓井総合支所（子育て支援課）、山田・嘉穂総合支所にて

配布します。また、市ホームページにも掲載しています。

② 作文

「すべてのこどもたちが夢や希望を持ち、自分らしく生きられるまちづくりとは」を

テーマにあなたの思いを８００字以内にまとめたもの。

６．募集期間 令和６年４月２２日（月）～５月２２日（水）【必着】

７．選 考 選考委員会において、市の定める委嘱基準及び公募実施規程に基づき、男女比、年齢

構成等を勘案し、総合的に選考を行います。（書類選考）

なお、選考結果は、文書により応募者全員に通知します。

８．その他 ① 出席１回あたり報酬４,６００円（源泉徴収あり）及び費用弁償１,５００円をお支払

いします。

② 応募された提出書類等は、返却しませんのでご了承ください。

③ 提出書類に記載された個人情報の取り扱いには十分留意するとともに、目的以外に

使用することはありません。

【提出・問合せ先】
〒820-0592 嘉麻市上臼井４４６番地１
嘉麻市子育て支援課

（こども家庭センター：碓井総合支所内）
TEL ６２－５７１７ FAX ６２－５６９１
メールアドレス：kosodatesoudan@city.kama.lg.jp
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